
第２６号議案 

   足立区竹ノ塚駅西口公共駐車場条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１７年２月２３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区竹ノ塚駅西口公共駐車場条例の一部を改正する条例 

 足立区竹ノ塚駅西口公共駐車場条例（平成１６年足立区条例第３７

号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表位置の項中「１１番１号」を「１１番２号」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 竹ノ塚駅西口地区の住居表示の実施に伴い、竹ノ塚駅西口公共駐車場

の住所を変更する必要があるので、この条例案を提出いたします。 


